
令和５年高島市教育委員会 
第１０回定例会議事日程 

 

日 時  令和５年１０月２５日（水） 

午後２時００分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和５年第９回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

４．議事 

日程第１ 議第５１号 高島市文化振興推進審議会委員の委嘱について 

 

日程第２ 議第５２号 高島市部活動の地域移行検討協議会委員の委嘱等に 

ついて 

 

日程第３ 議第５３号 臨時代理につき承認を求めることについて 

           （高島市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について） 

 

日程第４ 議第５４号 令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価結果報告書案        別冊資料 

 

  日程第５ 議第５５号 臨時代理につき承認を求めることについて 

（高島市教育委員会事務局会計年度任用職員の懲戒処 

分について）              当日資料 

 

５．報告 

  報告第１７号 高島市今津児童体育館の管理運営に関する規則の廃止について 

 

  報告第１８号 令和５年度「関西文化の日」への参加に伴う近江聖人中江藤樹 

記念館の無料入館日を定めることについて 

 

 



６．今後の日程 

・令和５年教育委員会第１１回定例会 

日時：令和５年１１月２１日（火）午後２時００分 

場所：高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

・令和５年教育委員会第１２回定例会（案） 

日時：令和５年１２月２６日（火）午後２時００分 

場所：高島市役所 新館２階 教育委員会室 
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議第５１号 

 高島市文化振興推進審議会委員の委嘱について 
 上記の議案を提出する。 

  令和５年１０月２５日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 川 島 浩 之 

                                   
 
   高島市文化振興推進審議会委員の委嘱について 
 
 高島市文化振興推進審議会規則（平成２８年教育委員会規則第２号）第２

条第３項の規定により、高島市文化振興推進審議会委員に次の者を委嘱する

ことにつき議決を求める。 
 

記 
 

 氏名 所属 新旧の別 
馬場 幹夫 高島市文化協会 事務局長 新 
上原  忍 高島市文化協会 事務局長 旧 

任期：令和５年１０月２５日から令和６年６月３０日まで 
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議第５２号 

高島市部活動の地域移行検討協議会委員の委嘱等について 

上記の議案を提出する。 

  令和５年１０月２５日 

                  高島市教育委員会       

教育長 川 島 浩 之   

 

 

高島市部活動の地域移行検討協議会委員の委嘱等について 

 

高島市部活動の地域移行検討協議会設置要綱（令和５年高島市教育委員会

告示第１５号）第３条の規定に基づき、高島市部活動の地域移行検討協議会

委員に次の者を委嘱または任命することにつき、議決を求める。 

 

記 

 

区分 委員種別 氏名 委嘱・任命 所属等 

１号 高島市スポーツ協会 斉藤 隆史 委嘱 事務局長 

２号 高島スポーツ少年団 赤水 新次 委嘱 本部長 

３号 
高島市総合型スポー

ツクラブ 
北川  渉 委嘱 

認定ＮＰＯ法人 

ＴＳＣ理事長 

４号 高島市文化協会 馬場 幹夫 委嘱 事務局長 

５号 
高島市ＰＴＡ連絡協

議会 
尾中 一彦 任命 副会長 

６号 高島市中学校長会 土永  晶 任命 今津中学校長 

2



任期：令和５年１１月１日から令和６年３月３１日まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７号 
高島市中学校体育 

連盟支部長 
村田 秀俊 任命 湖西中学校長 

 

 

 

８号 高島市教育委員会 

事務局 

横井川博之 任命 高島市民館長 

森本 正明 任命 
市民スポーツ 

課長 

竹井 正人 任命 社会教育課長 

岡部 陽造 任命 学校教育課長 

 

 

 

９号 
その他教育長が 

認める者 

早川 廣次 委嘱 

一般社団法人 

いまづジョイナ

スクラブ会長 

田中 克子 委嘱 
有限会社 瞳 

取締役 

川島 美穂 委嘱 
高島ウインド 

アンサンブル 
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議第５３号 

臨時代理につき承認を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

  令和５年１０月２５日 

                  高島市教育委員会       

教育長 川 島 浩 之   

 

 

臨時代理につき承認を求めることについて 

 

高島市いじめ問題対策委員会委員の委嘱については、高島市教育委員会の

教育長に対する事務委任規則（平成１７年高島市教育委員会規則第６号）第

２条第２項の規定により、令和５年９月２８日に別紙のとおり臨時に代理し

たので、同条同項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 
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別紙 

高島市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

 
 高島市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例（平成２７年高島市条例第２

２号）第１１条第２項の規定に基づき、高島市いじめ問題対策委員会委員に

次の者を委嘱する。 
 
  
 

分野 所  属 氏  名 

法 律 滋賀弁護士会 古山  力 

心 理 滋賀県臨床心理士会 梁川  惠 

福 祉 滋賀県社会福祉士会 野田 正人 

 任期：令和５年１０月１日～令和７年９月３０日まで 
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議第５４号 

 令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果報

告書案 

上記の議案を提出する。 

  令和５年１０月２５日 

高島市教育委員会 

教育長 川 島 浩 之   

                                   

 
令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結

果報告書 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定により、令和４年度教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価結果報告書を次のとおり作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表することにつき、議決を求める。 
 

記 
 
 別冊資料のとおり 
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報告第１７号 

高島市今津児童体育館の管理運営に関する規則の廃止について

 高島市児童体育施設の設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条

例１３８号）に規定する今津児童体育館を高島市立今津中学校の学校施設に

所管替えするため、令和５年１０月１日に同条例が廃止されたことに伴い、

同日に別紙のとおり高島市今津児童体育館の管理運営に関する規則（平成２

４年高島市規則第３４条）が廃止されたので報告する。 

  令和５年１０月２５日 

                   高島市教育委員会 

                    教育長 川 島 浩 之 

 

記 

  別紙のとおり 
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10

別紙



報告第１８号  

令和５年度「関西文化の日」への参加に伴う近江聖人中江藤樹記念館の無料入

館日を定めることについて 

 

 近江聖人中江藤樹記念館の設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条

例第１２２号）第７条第２項ならびに近江聖人中江藤樹記念館の管理運営に関す

る規則（平成１７年高島市教育委員会規則第３０号）第９条の規定に基づき、近

江聖人中江藤樹記念館の無料入館日を高島市教育委員会の教育長に対する事務委

任規則第２条の規定により下記のとおり定めることとしたので報告する。 

  令和５年１０月２５日 

高島市教育委員会       

教育長 川 島 浩 之   

 

記 

 

１ 無料入館日 

令和５年１１月１８日（土）および１９日（日） 

 

２ 理由 

  「関西文化の日」は、関西広域連合の主催のもと関西が誇る長い歴史に培わ

れた豊かな文化資源に気軽に触れる機会の提供や、文化が息づく関西を広くア

ピールできる事業であるため。 

 

３ 効果 

  関西広域連合および関西元気文化圏推進協議会が実施する「関西文化の日」

に参加することで当施設を広くＰＲができ、無料入館日以外の日においても来

場が期待できる。 
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